
応募に当たっての留意事項 
（資源循環ビジネスの事業化に向けた調査事業・資源循環に配慮した製品開発の検討事業 ） 

 

１ 事前相談 

事務を円滑に進めるため、できるだけ事前相談をしてください。 
 

２ 補助対象事業 

以下のいずれかの条件を満たす事業が対象です。 
・資源循環ビジネスの事業化に係る調査や環境配慮型の製品開発の検討であって、事

業の内容が、先導性・先進性を有し、モデルとなる事業 
・新たに開発する製品や事業化する資源循環ビジネスが従来と比較してサーキュラー 

エコノミ―に寄与する事業 
 

３ 補助対象経費 

以下の経費が対象となります（消費税額は除く。）。 

補 助 対 象 

経費の区分 
内  容 添付資料 

人 件 費 
補助事業に従事する者の作業時間に

対する人件費 

人数、単価、作業時間等がわ

かるもの 

共 済 費 

補助事業に必要な労務者に対する共

済組合（社会保険料）負担金及び事業

主負担保険料 

目的、人数、単価、金額等が

わかるもの 

賃 金 
補助事業に必要な労務者に対する給

与 

目的、業務内容、人数、単価、

日数、金額等がわかるもの 

報 償 費 
補助事業に必要な役務の提供に対す

る経費【講師謝礼など】 

目的、人数、単価、金額等が

わかるもの 

旅 費 
補助事業に必要な交通手段に対する

経費 

目的、人数、単価、回数、金

額等がわかるもの 

需 用 費 

補助事業に必要な物品（備品を除く）

の購入取得や修理等に対する経費【印

刷製本費、消耗品購入費など】 

目的、単価、数量、金額等が

わかるもの 

役 務 費 
補助事業に必要な通信運搬等に対す

る経費【通信運搬費、郵送料など】 

目的、単価、数量、金額等が

わかるもの 

委 託 料 
補助事業の一部を他の者に実施させ

る場合に外注する経費 

目的、業務内容、金額等がわ

かるもの 

使用料及び 

賃 借 料 

補助事業に必要な賃貸借契約に基づ

く対価に対する経費【会場使用料な

ど】 

目的、単価、回数、金額等が

わかるもの 

備品購入費 

補助事業に必要な比較的長期の使用

に耐え、保存できる物品の購入取得に

対する経費【機械器具代、図書費など】 

目的、単価、数量、金額等が

わかるもの 



４ 事務手続きの流れ 

６～７月 事前相談、補助事業計画書提出 
８月   審査会、事業採択 
９月   補助金交付申請・交付決定、調査着手 
３月   補助事業完了、完了検査、実績報告書提出（３月２５日締切） 
４～５月 補助金の額の確定・支出 
 

５ 事業の着手・完了時期 

補助金の交付決定日以降に着手していただき、３月２５日までに完了することが必

要です。「着手」とは、補助事業に必要な物品の発注や契約の締結を指し、事業執行

上必要な事前準備は差し支えありません。 
なお、既に着手している場合は、補助対象外となります。 
 

６ 提出書類 

サイズはＡ４版とし、正副２部提出してください。 
①調査実施計画書（様式１、２－１、２－２） 
②事業計画や事業内容説明に必要な資料（任意） 
③補助事業実施場所の位置図 

④県税納税証明書（全税目について滞納がないこと） 

 

７ 選考方法 

県が設置する外部委員等で構成する審査会で、応募された事業を審査の上、県が予

算の範囲内で採択事業を決定します。 
審査会への出席、事業内容の説明を求める場合があります。 
 

８ 補助金に係る事務 

補助金交付申請以降の事務は、「山口県補助金等交付規則」及び「山口県資源循環ビ

ジネス事業化促進事業補助金交付要綱」に従っていただきます。 
 

９ 中間報告 

事業着手後、１１～１２月頃に調査の進捗状況の中間報告を行っていただきます。 
資源循環ビジネスの事業化や環境配慮型の製品開発に向けた課題やニーズの把握と、

その解決に向けた事業展開の立案の中で、次年度、県が支援する必要性の有無につい

て検討する材料としますので、積極的な提案をお願いします。 
 

１０ 成果報告 

事業完了後、調査・検討結果について成果報告を行っていただきます。 


